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(57)【要約】
【課題】  内視鏡用に設けられた光源ランプの交換を容
易に行う。
【解決手段】  内視鏡用プロセッサ１２のケース３０の
角部に開口３２を設ける。開口３２を密閉可能なＬ字断
面の開閉扉１００を回転自在に取り付ける。開閉扉１０
０に扇形断面の光源ユニット２００を着脱自在に設け
る。光源ユニット２００の２つのヒートシンク２１０、
２２０はキセノンランプ２０２の２つの電極をそれぞれ
保持する。ヒートシンク２１０、２２０はそれぞれ直交
する２つの側面にレールを備え、開閉扉１００の内側に
設けられたレール板に係合する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  照明光を供給する光源ランプを有する光
源ユニットと、
前記光源ユニットを交換するための開口を備えたケース
と、
前記ケースに回転自在に取付けられて前記開口を開閉す
るとともに、前記光源ユニットを支持する開閉扉とを備
え、
前記開閉扉が開いている時に前記光源ユニットが前記開
閉扉に装着されることにより、前記光源ランプと電源と
が電気的に接続されることを特徴とする内視鏡用プロセ
ッサ。
【請求項２】  前記光源ランプがキセノンランプであ
り、前記光源ユニットが前記キセノンランプの２つの電
極をそれぞれ支持すると共に発生した熱を放出するヒー
トシンクを備えることを特徴とする請求項１に記載の内
視鏡用プロセッサ。
【請求項３】  前記開閉扉および前記光源ユニットに互
いに係合するレールがそれぞれ設けられ、これらレール
が互いに摺動することにより前記光源ユニットが着脱す
ることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用プロセッ
サ。
【請求項４】  前記開閉扉がＬ字型断面を有し、前記光
源ユニットが前記開閉扉の内側に摺接する扇形断面を有
することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用プロセ
ッサ。
【請求項５】  前記開閉扉が開いた時に前記光源ランプ
への電力供給を停止するロック機構を備え、このロック
機構が前記ケースに回転自在に支持されるロックネジ
と、前記ロックネジの回転によって回転軸方向に沿って
進退する可動部材と、前記光源ランプと前記電源との間
に設けられ可動部材の相対位置に応じて双方を電気的に
接続または切断するスイッチとを有し、前記ロックネジ
を第１の方向に回転させると前記可動部材が前進して前
記開閉扉を閉位置で位置決めすると共に前記光源ランプ
と前記電源とが電気的に接続され、前記ロックネジを第
２の方向に回転させると前記可動部材が後退して前記開
閉扉を回転自在に開放すると共に前記光源ランプと前記
電源とが電気的に切断されることを特徴とする請求項１
に記載の内視鏡用プロセッサ。
【請求項６】  照明光を供給する光源ランプを有する光
源ユニットと、
前記光源ユニットを交換するための開口を備えたケース
と、
前記ケースに回転自在に取付けられて前記開口を開閉す
るとともに、前記光源ユニットを支持する開閉扉とを備
え、
前記開閉扉が開いている時に前記光源ユニットが前記開
閉扉に装着されることにより、前記光源ランプと電源と
が電気的に接続されることを特徴とする光源装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡に接続され
て照明光を供給する内視鏡用プロセッサおよび光源装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、内視鏡（ファイバースコープ）は
体腔内を照明するための光源装置に接続され、この光源
装置から内視鏡先端に照明光が供給される。安定した光
量を得るためには照明光を発生する光源ランプを一定使
用時間毎に交換する必要があるため、光源装置には交換
用の開閉扉が設けられる。この開閉扉を開放して光源ラ
ンプの交換を行っている。
【０００３】近年では、体腔内に挿入される可撓管先端
にＣＣＤを設けた電子内視鏡が普及し、この電子内視鏡
は映像信号処理機能を有する光源ランプ内蔵型の内視鏡
用プロセッサに接続され、この内視鏡用プロセッサの光
源ランプから照明光が供給される。この内視鏡用プロセ
ッサは、照明光の供給と映像信号処理との２つの機能を
有するために部品点数が多く、またこれら機能が人体に
悪影響を及ぼすことなくかつ長時間使用に耐え得るよう
に設計されるため、その重量が２０～３０ｋｇ程度に及
ぶ場合もある。一方、内視鏡用プロセッサは種々の手動
操作を必要とするために、正面に設けられた操作スイッ
チが扱いやすい位置、即ち床から１～１．５ｍの位置に
置かれることが多い。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】従って、光源ランプ交
換の度に相対的に重い内視鏡用プロセッサを設置場所か
ら床等に上下移動させる必要があり、交換作業は人手や
手間がかかり煩雑であることが問題であった。
【０００５】本発明は、この様な点に鑑みてなされたも
のであり、光源ランプの交換を容易に行える内視鏡用プ
ロセッサおよび光源装置を提供することが目的である。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明による内視鏡用プ
ロセッサは、照明光を供給する光源ランプを有する光源
ユニットと、光源ユニットを交換するための開口を備え
たケースと、ケースに回転自在に取付けられて開口を開
閉するとともに、光源ユニットを支持する開閉扉とを備
え、開閉扉が開いている時に光源ユニットが開閉扉に装
着されることにより、光源ランプと電源とが電気的に接
続されることを特徴としている。
【０００７】内視鏡用プロセッサにおいて、光源ランプ
がキセノンランプであってもよく、この場合光源ユニッ
トがキセノンランプの２つの電極をそれぞれ支持すると
共に発生した熱を放出するヒートシンクを備えることが
好ましい。
【０００８】内視鏡用プロセッサにおいて、開閉扉およ
び光源ユニットに互いに係合するレールがそれぞれ設け
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られてもよく、これらレールが互いに摺動することによ
り光源ユニットが容易に着脱できる。
【０００９】内視鏡用プロセッサにおいて、具体的に
は、開閉扉がＬ字型断面を有し、光源ユニットが開閉扉
の内側に摺接する扇形断面を有していてもよい。
【００１０】内視鏡用プロセッサは、好ましくは開閉扉
が開いた時に光源ランプへの電力供給を停止するロック
機構を備え、このロック機構がケースに回転自在に支持
されるロックネジと、ロックネジの回転によって回転軸
方向に沿って進退する可動部材と、光源ランプと電源と
の間に設けられ可動部材の相対位置に応じて双方を電気
的に接続または切断するスイッチとを有する。このよう
な構成のロック機構においては、ロックネジを第１の方
向に回転させると可動部材が前進して開閉扉を閉位置で
位置決めすると共に光源ランプと電源とが電気的に接続
し、ロックネジを第２の方向に回転させると可動部材が
後退して開閉扉を回転自在に開放すると共に光源ランプ
と電源とが電気的に切断される。
【００１１】また、本発明による光源装置は、照明光を
供給する光源ランプを有する光源ユニットと、光源ユニ
ットを交換するための開口を備えたケースと、ケースに
回転自在に取付けられて開口を開閉するとともに、光源
ユニットを支持する開閉扉とを備え、開閉扉が開いてい
る時に光源ユニットが開閉扉に装着されることにより、
光源ランプと電源とが電気的に接続されることを特徴と
している。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、本発明による内視鏡用プロ
セッサおよび光源装置の実施形態について添付図面を参
照して説明する。
【００１３】図１は、第１実施形態の内視鏡用プロセッ
サを用いた内視鏡システムを簡単に示す図である。内視
鏡システムは、図示しないＣＣＤにより体腔内の映像を
捉える電子内視鏡１０と、光源ランプと映像信号処理機
能とを有する内視鏡用プロセッサ１２と、モニタ１４、
キーボード１６、ＶＣＲ１８やファイリング用のコンピ
ュータ２０等の周辺装置とから成る。
【００１４】電子内視鏡１０の体腔内に挿入される可撓
性の管の先端にはＣＣＤが設けられ、基端側は内視鏡用
プロセッサ１２のソケット３６に着脱自在である。図１
ではソケット３６から外した状態を示す。
【００１５】内視鏡用プロセッサ１２は電子内視鏡１０
の先端に照明光を供給すると共に、ＣＣＤに結像された
被写体像に対応した映像信号に所定の信号処理を施す。
モニタ１４は映像信号に基づいて被写体像を再現する。
モニタ１４に映し出された被写体像は、キーボード１６
からの入力によって患者名や撮影日時等の情報が付加さ
れ、必要に応じてＶＣＲ１８やファイリング用のコンピ
ュータ２０によって記録される。各装置１２、１４、１
６、１８および２０は、１台の移動自在なカート２２に
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搭載される。なお、各装置間を接続するケーブルは省略
する。
【００１６】図２は内視鏡用プロセッサ１２の正面図、
図３は側面図である。内視鏡用プロセッサ１２は直方体
のケース３０を備え、このケース３０の上壁３０ａおよ
び側壁３０ｂにより形成される角部（図中左上隅）には
開口３２が形成される。この開口３２はＬ字型断面の開
閉扉１００により密閉される。開閉扉１００の内側に
は、扇形断面を有する光源ユニット２００が一体的に装
着される。ケース３０の正面壁３０ｃには電源スイッチ
３１や光量の調節などの各種設定を行うためのスイッチ
を備えた操作パネル３３が設けられる。なお、内視鏡用
プロセッサ１２の映像信号処理機能およびその構成につ
いての説明は省略する。
【００１７】開閉扉１００は、ケース３０の開口３２を
密閉する閉位置から、図２および図３で示す開位置ま
で、Ｌ字の直角を形成する角部を中心に９０度の範囲
（図２中、矢印Ａで示す）に渡って回転自在である。開
閉扉１００が閉位置に定められたとき、光源ユニット２
００により発生する照明光は、ケース正面壁３０ｃのソ
ケット３６に導かれ、ソケット３６に接続された電子内
視鏡１０に供給される。開閉扉１００が開位置に定めら
れたとき、光源ユニット２００は開閉扉１００に対して
図３の矢印Ｂ方向に相対移動可能であり、光源ユニット
２００を手動で取外しあるいは装着できる。
【００１８】本明細書中においては、矢印Ｂ方向を奥行
方向と定義し、矢印Ｂに垂直かつケース上壁３０ａに並
行な方向を水平方向、矢印Ｂに垂直かつケース正面壁３
０ｃに並行な方向を鉛直方向に定める。
【００１９】光源ユニット２００は、発光源であるキセ
ノンランプ２０２と、このキセノンランプ２０２の２つ
の電極２０６、２０８をそれぞれ保持するとともにキセ
ノンランプ２０２に発生した熱を放出する第１および第
２ヒートシンク２１０、２２０とが一体的に構成されて
成る。キセノンランプ２０２への電力供給はこれらヒー
トシンク２１０、２２０を通じて行われる。光源ユニッ
ト２００は２つの取手２３２、２３４を備え、これによ
り光源ユニット２００の奥行方向への相対移動、即ち開
閉扉１００に対する着脱が容易に行える。
【００２０】キセノンランプ２０２を交換する場合に
は、キセノンランプ２０２への電力供給を行う第１およ
び第２ヒートシンク２１０、２２０が露出するため、こ
れらヒートシンク２１０、２２０に直接触れて感電する
ことを防止するために、内視鏡用プロセッサ１２には開
閉扉１００が開いたときにキセノンランプ２０２への電
力供給を停止するロックネジ１０２が設けられる。この
ロックネジ１０２はケース正面壁３０ｃの図２左上隅に
設けられ、開閉扉１００を閉位置で位置決めする役割を
も有する。
【００２１】図４は開閉扉１００の拡大斜視図である。
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開閉扉１００はＬ字型断面の金属板部材１０４を備え
る。このＬ字型板部材１０４の内壁面には、ガラスエポ
キシ樹脂等の絶縁性シート部材１０６が略全面に渡って
貼付されており、さらにその内側にはキセノンランプ２
０２の一方の電極に導通する第１回転軸部材１１０およ
び１対のレール板１３２ａ、１３２ｂと、他方の電極に
導通する第２回転軸部材１２０および１対のレール板１
３４ａ、１３４ｂとが一体的に固定される。これら回転
軸部材１１０、１２０およびレール板１３２ａ、１３２
ｂ、１３４ａ、１３４ｂは導電性の良好な金属材料から
形成され、絶縁性シート部材１０６によってＬ字型板部
材１０４と絶縁される。
【００２２】第１および第２回転軸部材１１０、１２０
は絶縁性シート部材１０６の角部内側において奥行方向
に一直線状に並んでおり、かつ相互に所定距離だけ離れ
ている。絶縁性シート１０６の角部内側には第１および
第２回転軸部材１１０、１２０を収容するために奥行方
向全体に渡って溝１０８が形成される。
【００２３】第１回転軸部材１１０は正方形断面の四角
柱形状を呈し、その両端には円柱突起１１２、１１４
（図４には突起１１２のみ示す）がそれぞれ一体的に設
けられる。第１回転軸部材１１０は、両端の円柱突起１
１２および１１４においてケース３０に回転自在に支持
されるとともに、円柱突起１１２においてキセノンラン
プ２０２の点灯および消灯を制御するランプ点灯回路
（図示せず）に電気的に接続される。第１回転軸部材１
１０の２つの側面１１０ａおよび１１０ｂは絶縁性シー
ト部材１０６の溝１０８に密着固定し、他の２つの側面
１１０ｃおよび１１０ｄにはそれぞれレール板１３２ａ
および１３２ｂの一部が当接する。レール板１３２ａお
よび１３２ｂには第１ヒートシンク２１０が直接係合
し、これによりランプ点灯回路、第１回転軸部材１１
０、レール板１３２ａおよび１３２ｂ、第１ヒートシン
ク２１０およびキセノンランプ２０２の第１電極２０６
が電気的に接続される。
【００２４】第２回転軸部材１２０、レール板１３２ａ
および１３２ｂの構成についても同様であり、ここでは
説明を省略する。キセノンランプ２０２の第２電極２０
８は、第２ヒートシンク２２０、レール板１３４ａおよ
び１３４ｂおよび第２回転軸部材１２０を介してランプ
点灯回路に電気的に接続される。
【００２５】図５は光源ユニット２００の拡大斜視図で
ある。第１および第２ヒートシンク２１０、２２０は、
導電性および放熱性に優れた金属材料、例えばアルミニ
ウムから形成され、中心角９０度の扇形断面を有する柱
状を呈し、それぞれの略中央部には扇形断面に垂直な奥
行方向に貫通する円筒状の嵌合穴２１２および２２２が
形成される。キセノンランプ２０２の第１電極２０６お
よび第２電極２０８は、これら嵌合穴２１２、２２２に
それぞれ嵌入し、これによってキセノンランプ２０２は
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相互離間した第１および第２ヒートシンク２１０および
２２０に挟持される。
【００２６】キセノンランプ２０２はセラミックなどの
絶縁材料により円筒状に形成されたランプ本体２０４
と、ランプ本体２０４の一端側に設けられたカソード側
の第１電極２０６と、多端側に設けられたアノード側の
第２電極２０８とを備える（図３参照）。これら電極２
０６、２０８はランプ本体２０４と同軸上でかつランプ
本体２０４より径の大きな円筒状に形成され、各々の外
周には全周に渡って帯状の導電熱部材が巻きつけられ
る。第１電極２０６が第１ヒートシンク２１０の嵌合穴
２１２に、第２電極２０８が第２ヒートシンク２２０の
嵌合穴２２２にそれぞれ嵌入されて、キセノンランプ２
０２が第１および第２ヒートシンク２１０、２２０に取
りつけられる。
【００２７】第１電極２０６および第２電極２０８はそ
れぞれ全周に渡って嵌合穴２１２、２２２に面接触して
おり、キセノンランプ２０２に発生した熱は第１および
第２ヒートシンク２１０、２２０へ伝導し、ここで効率
的に放出される。第１および第２ヒートシンク２１０お
よび２２０は、嵌合穴２１２、２２２の周囲にそれぞれ
形成された放熱フィン２１４、２２４を備え、これによ
り広い表面積が空気にさらされ放熱効果が高められる。
従って、キセノンランプ２０２の加熱が防止でき、点灯
不良等を未然に防止できる。
【００２８】第１ヒートシンク２１０の直交する２つの
側面２１０ａおよび２１０ｂには、それぞれ奥行方向に
平行な２組のレール２１６ａおよび２１６ｂが形成さ
れ、これらレール２１６ａおよび２１６ｂは側面全体に
渡り、レール板１３２ａおよび１３２ｂにそれぞれ係合
する。扇形の端面２１０ｃに設けられた取手２３２は、
嵌合穴２１２から出射する照明光を遮断しない位置に設
けられる。なお、ヒートシンク２２０については取手２
３４の位置が反対側の扇形端面２２０ｄに設けられるこ
と以外は同様の構成であり、符号に１０を加算して示
し、説明を省略する。
【００２９】開閉扉１００に光源ユニット２００を装着
する場合には、第２ヒートシンク２２０の端面２２０ｄ
側からレール２２６ａおよび２２６ｂをレール板１３２
ａおよび１３２ｂに係合させつつ奥行方向に沿って光源
ユニット２００を摺動させる。光源ユニット２００は、
端面２２０ｄがレール板１３４ａの端部に一体的に形成
されたストッパ１３６に当接する位置にまで挿入され、
ここで係止される。４枚のレール板１３２ａ、１３２
ｂ、１３４ａおよび１３４ｂの奥行方向長さ、第１およ
び第２ヒートシンク２１０、２２０の奥行方向長さは実
質的に等しく、また隣り合うレール板（１３２ａと１３
４ａ、１３２ｂと１３４ｂ）およびヒートシンク２０、
２２０間の奥行方向距離も実質的に等しい。従って、端
面２２０ｄがストッパ１３６に当接した装着状態では、
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7
第１ヒートシンク２１０はレール板１３２ａおよび１３
２ｂにのみ接触し、第２ヒートシンク２２０はレール板
１３４ａおよび１３４ｂにのみ接触して、ランプ点灯回
路への電気的接続が同時に行える。
【００３０】図６は、開閉扉１００を閉位置で固定する
ためのロック機構の構成を詳細に示す斜視図である。図
７は、図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面を開閉扉１００側か
ら見た図である。
【００３１】ロック機構は、ケース正面壁３０ｃに露出
するロックネジ１０２と一体的なシャフト３００と、シ
ャフト３００の先端に形成された雄ネジ部３０２に螺合
しシャフト３００の回転に伴って奥行方向に進退する可
動部材３１０とを備える。
【００３２】シャフト３００は、ロックネジ１０２と雄
ネジ部３０２との間に円柱部３０４を備え、この円柱部
３０４の一部は上壁３０ａの内側に固定された支持部材
３０６の円柱穴３０８に挿通する。これにより、シャフ
ト３００は支持部材によって軸心周り（矢印Ｃで示す）
に回転自在に支持され、奥行方向への相対移動は規制さ
れる。
【００３３】可動部材３１０は合成樹脂等の非導電性材
料から形成され、奥行方向に垂直な六角板部３１２と、
この六角板部３１２から開閉扉１００に向かって延びケ
ース上壁３０ａに平行な第１摺接板部３１４と、六角板
部３１２から開閉扉１００に向かって延びケース側壁３
０ｂに平行な第２摺接板部３１６と、六角板部３１２か
ら図中下方に向かって延びケース正面壁３０ｃに平行な
スイッチ押圧板部３１８とが一体的に形成されて成る。
【００３４】上壁３０ａの内側にはコの字に窪んだ第１
取付板部３２２がネジ止めされており、第１摺接板部３
１４は第１取付板部３２２の窪みに収容されることによ
り上壁３０ａに密着した状態で支持される。同様に、第
２摺接板部３１６は側壁３０ｂの内側にネジ止めされた
第２取付板部３２４の窪みに収容されることによって、
側壁３０ｂに密着した状態で支持される。これにより、
可動部材３１０は奥行方向に垂直な鉛直方向および水平
方向に位置決めされ、奥行方向に沿う相対移動のみが許
容される。
【００３５】六角板部３１２の中央には奥行方向に沿っ
て貫通する雌ネジ部３２０が設けられ、雄ネジ部３０２
に螺合する。マイナスドライバ等によってロックネジ１
０２を図６の矢印Ｃ方向に回転させると、シャフト３０
０は奥行方向に関して相対位置を変化させずに回転し、
シャフト３００に螺合する可動部材３１０は第１および
第２取付板部３２２、３２４によってシャフト３００に
伴う相対回転が阻止されるため、奥行方向に相対移動す
る。従って、第１および第２摺接板部３１４、３１６は
それぞれ上壁３０ａおよび側壁３０ｂに摺接しながら進
退し、これら摺接板部３１４、３１６の先端がＬ字型板
部材１０４と絶縁性シート部材１０６との間の奥行き方
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向の段差部に係合することにより閉位置にある開閉扉１
００が内側からロックされ、また摺接板部３１４、３１
６の先端が段差部から離脱することにより開閉扉１００
のロックが解除される。
【００３６】ケース側壁３０ｂにおいて第２取付板部３
２４の下方にはスイッチ３４０が設けられており、この
スイッチ３４０はスイッチ押圧板部３１８に向かって突
出するピン３４２を備える。ランプ点灯回路はスイッチ
３４０を介して内視鏡用プロセッサ１２の電源回路（図
示せず）に接続され、ピン３４２がスイッチ押圧板部３
１８によって押されスイッチ３４０がオン状態の場合に
のみ電力が供給される。スイッチ３４０がオフ状態の場
合にはランプ点灯回路および電源回路間が遮断され、ラ
ンプ点灯回路即ちキセノンランプ２０２への電力供給が
停止する。
【００３７】上壁３０ａと側壁３０ｂとが接合する角部
には、開閉扉１００の第１回転軸部材１１０を支持する
ための軸受部材３３０が一体的に固定される。この軸受
部材３３０は開閉扉１００に最も近く、かつ第１および
第２摺接板部３１４、３１６の進退を妨げない位置に配
される。軸受部材３３０は金属材料で略直方体に形成さ
れ、第１回転軸部材１１０の円柱突起１１２を回転自在
に支持する軸受穴３３２を備える。軸受部材３３０の底
面には圧着端子３３４がネジ止めされており、リード線
３３６を介してランプ点灯回路（図示せず）に電気的に
接続される。図示しないが、開閉扉１００に関して軸受
部材３３０の反対側には、第２回転軸部材１２０の円柱
突起１２２（図４）を回転自在に支持する軸受部材が同
様に設けられる。
【００３８】図８は開閉扉１００のロックが解除された
状態を水平方向から見た断面図であり、図９は開閉扉１
００がロックされた状態を示す断面図である。図８に示
すロック解除状態においては、可動部材３１０は３０６
に当接し、第１および第２摺接板部３１４、３１６の先
端面は図中Ｐ１で示される位置、即ち第１および第２取
付板部３２２、３２４の略中間位置にある。また、スイ
ッチ３４０のピン３４２は押されておらず、電力供給は
停止される。ここでロックネジ１０２をＣ１方向に回転
させると、可動部材３１０は図中右方向（矢印Ｂ１で示
す）に前進する。
【００３９】図９に示すように六角板部３１２が第１お
よび第２取付板部３２２、３２４に当接すると、可動部
材３１０の前進は止まる。このとき第１および第２摺接
板部３１４、３１６の先端面は図中Ｐ２で示される位
置、即ち開口３２側へ進入し絶縁性シート１０６の端面
に当接する位置にあり、第１および第２取付板部３２
２、３２４はＬ字型板部材１０４を内側から鉛直方向お
よび水平方向に支持する。これにより、開閉扉１００は
ロックされ、第１回転軸部材１１０周りの相対回転が阻
止される。また、スイッチ押圧板部３１８が前進するこ
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とによりスイッチ３４０のピン３４２が押されると、キ
セノンランプ２０２へ電力が供給される。
【００４０】図９のロック状態から開閉扉１００のロッ
クを解除する場合には、上記の逆の操作を行えばよく、
具体的にはロックネジ１０２をＣ２方向に回転させる
と、可動部材３１０は図中左方向（矢印Ｂ２で示す）に
後退し、開閉扉１００の回転が許容されるとともに電力
供給が停止する。
【００４１】以上のように、第１実施形態の内視鏡用プ
ロセッサ１２は、開閉扉１００をケース３０に対して回
転自在に設けると共に、この開閉扉１００と光源ユニッ
ト２００とをレールで相互に係合させており、開閉扉１
００を開けて光源ユニット２００を引き出す（または挿
入する）だけで取外す（または装着する）ことができ、
内視鏡用プロセッサ１２自身を移動させることなく光源
ユニット２００の着脱がきわめて容易に行える。
【００４２】また、開閉扉１００を閉位置で位置決めす
るためのロック機構を設けており、ロックネジ１０２を
回転させるという簡単な操作で開閉扉１００がロックま
たはロック解除できる。さらに、スイッチ３４０を設け
ているので、開閉扉１００がロックされていない場合、
即ちキセノンランプ２０２を交換する場合には自動的に
電力供給が停止され、感電等の事故が防止でき安全性が
向上する。
【００４３】図１０および図１１は、第２実施形態の内
視鏡用プロセッサを示す図であって、図１０は正面図、
図１１は側面図である。第２実施形態の内視鏡用プロセ
ッサは開閉扉の開き方が異なる点以外は第１実施形態と
同様の構成であり、同一の構成については同符号を付
し、説明を省略する。図では２つの開き方を同時に示し
ており、実際には開閉扉１００および光源ユニット２０
０は単一である。側方に開いた状態を実線で示し、上方
に開いた状態を破線で示す。
【００４４】第２実施形態においては、開閉扉１００は
ケース側壁３０ｂから時計回りに９０度回転できるだけ
でなく、ケース上壁３０ａに対して反時計回りに９０度
（矢印Ａ’で示す範囲）だけ回転できる。これにより、
光源ユニット２００が容易に着脱できるだけでなく、着
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脱作業の自由度がさらに向上する。
【００４５】なお、第１および第２実施形態において
は、電子内視鏡に接続する内視鏡用プロセッサについて
説明したが、ファイバースコープ等の映像信号処理装置
を必要としない内視鏡に接続する光源装置にも、上記開
閉扉および光源ユニットの構成を適用できることはいう
までもない。
【００４６】
【発明の効果】本発明によると、内視鏡用プロセッサま
たは光源装置に設けられた光源ランプを容易に交換でき
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による内視鏡用プロセッサを備えた内視
鏡システムを簡略化して示す図である。
【図２】本発明の第１実施形態を示す図であって、内視
鏡用プロセッサの正面図である。
【図３】図２に示す内視鏡用プロセッサの側面図であ
る。
【図４】図２に示す開閉扉の拡大斜視図である。
【図５】図２に示す光源ユニットの拡大斜視図である。
【図６】図２に示す内視鏡用プロセッサのロック機構を
示す拡大斜視図である。
【図７】図６に示すロック機構のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面
図である。
【図８】図６に示すロック機構を示す図であって、開閉
扉のロックが解除された状態を示す図である。
【図９】図６に示すロック機構を示す図であって、開閉
扉がロックされた状態を示す図である。
【図１０】本発明の第２実施形態を示す図であって、内
視鏡用プロセッサの正面図である。
【図１１】図１０に示す内視鏡用プロセッサの側面図で
ある。
【符号の説明】
１０  電子内視鏡
１２  内視鏡用プロセッサ
１００  開閉扉
２００  光源ユニット
２０２  キセノンランプ
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